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１.主計局における活用状況
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行政事業レビュー等におけるEBPMの推進

○ 「EBPM」 （データに基づく政策⽴案）の⼿法の実践に向け、約5,700の予算事業について、EBPM
の⼿法を取り⼊れた⾏政事業レビューシートを作成している。

○ 各事業について、効果の発現経路を意識した短期・中期・⻑期のアウトカム指標を設定し、検証に必
要なデータ収集の仕組みをあらかじめ構築するとともに、成果の上がっていない事業については、原因
分析を⾏った上で、事業の在り⽅を⾒直すことが重要。

○ こうした作業にあたっては、昨年9⽉に公開されたRSシステム(レビューシートシステム)を積極的に活⽤。⼀例
として、執⾏率の低い事業の網羅的把握、類似事業の検索等において、RSシステムが活躍。

○ ⾏政改⾰推進会議の下で進める秋の年次公開検証（秋のレビュー）における指摘についても、予算
編成において適切に反映し、予算事業の質を向上。

令和７年度 秋のレビュー（11/13、11/14実施）の対象となった事業

1. 鉄道駅総合改善事業
2. いじめ対策・不登校⽀援等総合推進事業
3. 装備品安定製造等確保事業
4. 「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動）推進事業
5. 重層的⽀援体制整備事業交付⾦
6. 安定供給確保⽀援事業（重要鉱物）【基⾦】
7. デジタル基盤改⾰⽀援補助⾦【基⾦】
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鉄道駅総合改善事業 令和８年度予算額19.2億円
（令和７年度予算額20.6億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

鉄道事業者等が⾏うホームやコンコースの拡幅等の駅改良、バリアフリー施設や⽣活⽀援機能施設、
観光案内施設等の駅空間の⾼度化に資する施設の整備を⽀援する。

○ 駅改良事業が鉄道ネット
ワーク全体へどのような便益
をもたらすのか考慮し、事業
を採択。

○ ⼤⼿鉄道会社による三⼤都
市圏の駅バリアフリー改修事
業については、鉄道バリアフ
リー料⾦制度の活⽤を基本と
する。

・⻑期アウトカムとして段差解消率100％と設定されているが、事業全体の進捗を図る指標として⼗分な効果がはかれて
いるのか。
・財政⼒のある地⽅や⼤⼿鉄道事業者に対しては、渡し切りの補助⾦ではなく、別の⾦融施策など、幅広く検討すべき。

○ 国交省として鉄道事業分野
の発展に向けたグランドデザ
インと、そのうちステークホ
ルダーが担うべき役割を明確
化した上で、限られた予算の
中、優先順位を踏まえて政策
を推進していくべきである。

○ ⼈⼝減少を踏まえつつ、地
⽅公共団体の財政⼒や鉄道事
業者の収益性に着⽬すべき。
特に、⼤⼿鉄道事業者に対し
ては、国の予算による補助に
限らず、融資など別の⾦融的
⼿法を含め検討すべき。

○ 地⽅公共団体の財政⼒や
鉄道事業者の収益性、利⽤
者数に応じて補助率に差を
設ける。

○ 特に利⽤者の多い三⼤都
市圏における⼤⼿鉄道会社
の駅改良については、国庫
補助の対象からは除外する
とともに、⾦融的⼿法等の
活⽤を基本とする。

○ 事業の成果把握や指標設
定の在り⽅について検討を
⾏い、その結論を令和８年
度以降のレビューシートに
反映することとする。

○ ⼀例として、利⽤者利便
性に関するアンケートを実
施するほか、交通結節点に
おいては、乗換時間の短縮
効果を測定する。

○ 現在設定されているアウト
カム指標である段差の解消は、
アウトカムではなくアウト
プットである。事業全体の進
捗を図るため新たな指標を⽴
てるべき。
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いじめ対策・不登校⽀援等総合推進事業 令和８年度予算額100億円
（令和７年度予算額94億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

スクールカウンセラー（以下SC）を全公⽴⼩中学校に配置し、スクールソーシャルワーカー（以下
SSW）を全中学校区に配置するために必要な費⽤を、都道府県等に対し⽀援する。

○ より効果的・効率的な配
置・活⽤を促進するため、新
規不登校児童⽣徒数の割合な
どの指標を新たに加えるなど、
⻑期アウトカムについて、指
標を⾒直す予定。

・毎年予算を増額し配置充実を図っているものの、不登校児童数が依然として増加が続いていることから、効果的・効率
的に配置・活⽤がなされているのか検証すべき。
・不登校になった児童⽣徒の学び継続の状況を観測できる指標を設定する等、短期・⻑期アウトカムの⾒直しが必要では
ないか。

○ ⽂部科学省が掲げる「不登
校により学びにアクセスでき
ない⼦供たちをゼロにするこ
とを⽬指」すとの⽬標に鑑み、
不登校でも学びにアクセスで
きている⼦の状況を把握可能
とする指標を⻑期アウトカム
に設定していくべき。

○ 短期アウトカムに本来求めら
れる、受益者（児童⽣徒）の視
点で事業の効果を把握・検証可
能な指標を設定すべき。

○ 単に、前年度の相談件数や
⽀援対象⼈数を上回るといっ
た指標ではなく、不登校児童
⽣徒が登校できるようになっ
た等の将来的な施策⽬的達成
を⾒据えた、短期アウトカム
について、指標を⾒直す予定。

○ 予算措置に⾒合った政策効
果を検証できるように、各⾃
治体におけるSC・SSW１⼈あ
たりの労働時間や相談件数の
データ等の把握・分析を⾏う
こととする。

○ SC、SSW１⼈当たりの予算
上の投下労働時間や実労働時
間、相談件数のデータ等を把
握・分析し、政策効果を検証
すべき。
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装備品安定製造等確保事業 令和８年度予算案119億円
（令和７年度予算額80億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

認定を受けた装備品製造等事業者に対し、装備品の安定・着実な製造に向けた取組を⽀援する。

〇 サプライチェーン調査、職員による現
地調査、プライム企業等を通じた情報収
集等を組み合わせてサプライチェーンリ
スクの効果的な把握に努める。

〇 令和８年度装備品安定製造等確保計画
に係る予算執⾏をより適切に⾏うため、
実施要領や評価基準の改善を進める。

・アウトカム指標が定性的なものにとどまっているため、定量的な指標を⽰すべき。

○ 装備品の安定的な製造等を確保す
るための取組に必要な経費を国費で
⽀払う意義について、広く国⺠から
理解を得る観点から、サプラチェー
ンリスクの効果的な把握に努めるほ
か、受注企業側にもインセンティブ
を与え、コストダウンを促す枠組み
を検討するなど、限られた予算の中
で政策効果を⾼めるための戦略的な
⼯夫について検討すべき。

○ 安全保障環境が厳しさを
増す中で、防衛産業の特殊
性や防衛産業の直⾯する
様々なリスク、昨今の技術
的進展の状況等を踏まえ、
防衛⽣産基盤の維持・強化
の戦略的な推進のために、
本事業の対象者（特にプラ
イム企業の先にいるサプラ
イヤー事業者）や指定装備
品について、事業執⾏の優
先順位付けを⾏うべき。

〇 令和８年度装備品安定製造
等確保計画に係る予算執⾏を
より適切に⾏うため、実施要
領や評価基準の改善を進める。

〇 装備品安定製造等確保事
業の類型（供給網強靱化、
製造⼯程効率化、サイバー
セキュリティ強化及び事業
承継等）ごとにアクティビ
ティ及びアウトカム指標を
設定。

〇 各アウトカムは可能な限
り定量化する⽅向で検討。

○ 装備品等の開発及び⽣産
基盤の強化にどの程度寄与
しているかの効果検証を可
能とする観点から、複数の
事業メニューに応じてアク
ティビティ・アウトカム指
標を設定するほか、できる
かぎり定量的かつ適切な短
期・中期・⻑期アウトカム
の設定を検討すべき。
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「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動）推進事業 令和８年度予算額17.6億円
（令和７年度予算額31.7億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

脱炭素の実現に向け、消費者の⾏動変容を促すため、「新しい豊かな暮らし」を⽀える製品・サービ
スを社会実装するためのプロジェクト⽀援や、脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けた検討・検証、
地球温暖化対策推進法に基づく普及啓発推進等を実施。

○ 消費者の⾏動変容の結果として
のCO2排出削減量について、ライ
フサイクル全体のCO2排出量を考
慮した上で、With-Without分析や
Before/After分析といった分析を
⾏う予定。

・消費者の⾏動変容を促す事業について、政策効果の評価検証⼿法について検討すべき。
・本来は⺠間で進められるべき分野であることを踏まえ、国の⽀援のあり⽅や、出⼝について検討すべき。

○ 本事業のアウトカム指標であ
る脱炭素効果については、ライフ
サイクル全体のCO2排出量を考慮
したうえで、With-Without分析
やBefore/After分析と⾔った政策
効果の計測に資する様々な分析⼿
法を踏まえ、指標の在り⽅や計測
⽅法を⾒直すべきである。

○ 社会実装取組においては、
各企業・団体でも実施可能な
個別分野の消費拡⼤や普及啓
発の取組に留まるのではなく、
事業効果の更なる増⼤を⽬指
し、国として⽀援する必要性
が⾼い取り組みに注⼒する等、
採択⽅法の改善に向けて抜本
的な改⾰を進めるべきである。

○ ⽀援分野については、国とし
て⽀援の必要性が⾼い分野、政
策効果の分析が適切に実施でき
る分野に重点化。

○ 複数の異なる事業で構成され
ていることから、アクティビ
ティも事業内容や性質に応じて
適切に区分したうえで、⽬的や
課題等を丁寧に記載すべき。

○ また、本事業の活動がそのま
まCO２排出削減量の増加に繋
がるという単純な構成ではなく、
国⺠の⾏動変容がどのような取
組に繋がり、結果CO2排出削減
量の増加に繋がるかが分かるよ
う、ロジックモデル・効果発現
経路の精緻化を⾏うべきである。

○ ロジックモデル・効果発現経
路については、各事業別に区分
するなど、精緻化予定。
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重層的⽀援体制整備事業交付⾦ 令和８年度予算額844億円
（令和７年度予算額718億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

⾼齢・障害・こども・⽣活困窮分野の各分野（メインシステム）を活⽤するのみでは、直ちに包括的な⽀援体制の整備に必要な機能を確保することが
難しい市町村において、主に体制整備の初期の段階でこれを活⽤し、交付⾦の⼀体交付や社会福祉法の⽀援会議等の仕組みにより⼈員体制等を強
化し、各分野の⽀援関係機関等や⽀援者の対応⼒の向上、関係機関等の連携体制の構築等を図ることで、各分野の⽀援関係機関等の間で対応で
きる範囲を拡⼤することを⽬指す事業（サブシステム）。

○ ⼩規模市町村について
は、柔軟な職員配置を可
能とする「機能集約化ア
プローチ」に基づく体制
整備を検討する。そのた
めのモデル事業に要する
経費を令和８年度予算に
計上する。

○ 都道府県による市町村
の実情に応じた⽀援を推
進するため、令和８年度
予算において管内市町村
の伴⾛⽀援等を⾏う際の
費⽤への補助を拡充する
とともに、必要な研修等
を⾏う。

・現⾏のロジックモデルは概念的な内容にとどまっており、⾃治体に対して事業の⽬的や⽅向性、最低限⾏うべき⽔準が伝わっていないのではないか。
・事業を効果的に活⽤できている⾃治体とできていない⾃治体がある中、まずは⾃治体による⽀援ニーズの把握と地域資源の掘り起こしが重要ではないか。
・⼩規模な⾃治体は、フルスペックの⽀援体制整備が困難な状況であることから、広域的な観点を含め、柔軟な⽀援の在り⽅を検討すべきではないか。

○ ⼩規模の⾃治体におい
ては、職員数も限られて
おり単独での体制整備が
困難であることから、⾃
治体における包括的な⽀
援体制の整備に当たって
は、将来的な⽀援体制の
⾒通しを踏まえ、都道府
県による⽀援については、
重層的⽀援体制整備事業
を活⽤しない選択肢も含
めて、画⼀的ではなく各
⾃治体の実情に応じた在
り⽅を検討すべき。

○ 重層的⽀援体制整備事業の評価⼿法等については、令和７年度調査研究事業で検討しており、その結果を踏
まえ、⾃治体が⾃らPDCAサイクルを回す際の参考となるような指標等を提⽰する。

○ 包括的な⽀援体制の整備を⾒据え、本事業の趣旨⽬的を⾃治体に対し周知徹底するとともに、事業実施に当
たってのガイドや、効果的な実施に資する情報の提供等について検討する。また、交付⾦の交付については、
現時点でも、事業⽬的等に沿わない交付申請がなされた場合は交付対象外としており、引き続き事業⽬的に沿
わない申請については交付対象外とすることも含め、適切に対応する。

○ 多機関協働事業については、事業⽬的に沿った効果的な事業実施を促進するため、令和８年度から、補助基
準額の⾒直し（基本額から加算措置への振替え）、事業開始後６年⽬以降の補助率の引下げ等を実施する。

○ ロジックモデルは、事業の性質を踏まえてアクティビティを詳細に設定するとともに、アウトカムを⾒直
すことにより、⾃治体が⽬指すべき段階を明確に⽰すべき。性質上その効果を直接計測することが困難な事
業についても、まずは⽬指すべき状態を具体的に明⽰しつつ、必要に応じて、質の評価を可能とする定量指
標を導⼊するなど、事業の進捗状況や効果を適切に把握する⼿法を検討すべき。

○ 既存相談⽀援機関の連携体制構築・対応⼒向上を⽬的とした多機関協働事業については、事業を実施する
⾃治体が、何のために、何を、どのように、どこまで取り組むべきかを具体的に把握できるよう、事業の⽬
的及び厚⽣労働省が求める要件等の⽔準を明確化すべき。なお、⾃治体における事業の進捗（アウトカム達
成状況）の評価の在り⽅は、既に体制が⼗分整っているためにアウトカムが良好な⾃治体を過剰に⽀援する
ような結果とならないよう、⾃治体ごとの政策資源や⽀援ニーズ等の状況の違いも⼗分に反映しつつ、⾃治
体の現場の実情を踏まえて事業の特性からも、また、なにより、評価は次なる改善を⾒出すことを⽬的とす
るものであるとの認識の下、慎重かつ丁寧に検討すべき。

○ 併せて、厚⽣労働省の設定した事業の⽬的や要件に沿わない運⽤実態が⾒られる場合には、交付対象外と
するといった⽅法も検討すべき。

○ ⾃治体における⽀援ニーズの把握や地域資源の掘り起こしの⼿法の提⽰を⾏うとともに、事業実施計画の
作成ガイドや因果関係の分析を含めた優良事例の横展開を図り、⾃治体において役⽴つ⼿⽴てを構ずるべき。

○ 現場における事務負担軽減策やノウハウ共有の円滑化策など、⾃治体が困難なケースに直⾯する⽀援者の
⽀援を効果的に実施できる⼿法を検討し周知すべき。
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安定供給確保⽀援事業（重要鉱物） 令和８年度予算額125億円
（令和７年度予算額ー億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

重要鉱物（バッテリーメタル、レアアース等）について、⺠間事業者による安定供給確保⽀援事業
（探鉱・FS事業・鉱⼭開発事業・製錬等事業・技術開発事業）に要する費⽤の⼀部を助成する。

○ 当初、認定年度に交付決定額の全額
を事業者へ⽀出することも想定してい
たが、実際には事業を複数年に渡って
実施する⾒込みとなったため、事業費
⾒込みを⾒直すとともに、管理費につ
いても定期的にモニタリングを⾏い、
適切に保有割合を算出の上、基⾦シー
トに反映を⾏う。

・成果を適切に測るため、事業ごとにアクティビティを設定するなど、成果⽬標の改善を図るための検討をすべき。
・他の安定供給確保⽀援事業との関係（管理コスト等）を整理すべき。

○ 毎年度の執⾏乖離の現状や事業
開始当初からの状況変化を踏まえ、
事業費⾒込みを精査するとともに、
基⾦設置法⼈の管理費⾒込みが適
正なものとなるよう定期的にモニ
タリングを⾏い、適切に保有割合
を算出した上で具体的かつ詳細に
基⾦シートにおいて⽰すべき。

○ 案件採択に当たって、事業者の
申請書に経済性評価等を審査でき
るような記⼊欄を設けるなど、事
業者のキャッシュフローや経済性
の評価といった客観的な指標に照
らして厳格に審査できる体制を整
備すべき。

○ JOGMECにおける交付申請書
の審査の段階では、申請事業に
おけるキャッシュフロー及び経
済性（IRR等）評価結果を記載
する書類が整備されており、交
付申請書と共に提出されるとこ
ろ、JOGMECとの連携強化によ
り、経済産業省も認定段階で評
価を実施し、より厳格に審査で
きる体制を構築することを検討。

○ 最終⽬標への進捗を可視
化できるよう、探鉱・FS
事業、鉱⼭開発事業、製錬
等事業、技術開発事業とい
った段階や性質の異なる事
業に応じて、それぞれ短
期・中期で達成すべき成果
⽬標を設定することを検討。

○ 成果⽬標・指標の設定に
当たっては、短期アウトカ
ムと中期アウトカムが重複
しているため、短期・中期
で達成すべき成果⽬標を改
めて検討すべき。
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デジタル基盤改⾰⽀援補助⾦ 令和７年度補正予算額559億円
（令和６年度補正予算額194億円）

事業の概要

指摘に
⾄った背景

秋のレビュー
における主な
指摘事項

令和８年度
予算への
反映等

各地⽅公共団体が地⽅公共団体情報システムを標準準拠システムへ円滑かつ安全に移⾏させるための⽀
援を⾏う。

○ 令和７年度補正予算において、総
務省が実施した各地⽅公共団体の移
⾏経費の調査結果に基づき、各地⽅
公共団体における標準準拠システム
への移⾏の進捗状況を確認・把握し
た上で、事業執⾏⾒込みと基⾦残⾼
⾒込みを勘案し、令和８年度末まで
に追加的に必要と⾒込まれる⾦額を
措置。

・事業期間の延⻑に伴い、⽬標年度が当初の2025年度から2030年度まで5年間延⻑されており、適切なアウトカムが設定
されているか検証する必要。
・毎年度、執⾏⾒込みと実績に⼤きな乖離が⽣じているため、地⽅公共団体の実態把握等を⾏い資⾦需要のタイミングを
把握し、より正確な事業⾒込みを基に財政資⾦をより効率的に活⽤すべき。

○ 各年度における現実的な交付
決定⾒込みや事業費⽀出⾒込み
を算出して、可能な限り基⾦残
⾼が⼩さくなるよう予算措置す
ることが出来ないかを検討すべ
き。また、第三者がその妥当性
を検証することができるよう、
具体的かつ詳細に⽰すべき。

○ 本事業は補助率10分の10と
しており、構造上、価格が⾼
⽌まりする懸念が存在するこ
とから、⾒積りの基準となる
⼈件費率や原材料価格を規定
するなど、移⾏経費を抑えら
れるような更なる取組を検討
すべき。

○ 各地⽅公共団体に対する補
助上限額の設定や経費分析結
果の提供等のこれまでの取組
に加えて、他の地⽅公共団体
における精査事例の横展開の
実施や、専⾨家・有識者によ
る助⾔などの伴⾛⽀援の充実
を図っていく。

○ アウトカムについて、最終
⽬標への進捗が把握できるよ
うに、追加的な成果指標の設
定を検討する。

○ 2030（令和12）年度ま
での移⾏完了を確実なもの
とすべく、各⾃治体の実態
をより的確に把握した上で、
各⾃治体の抱えるボトル
ネックの解消に向けた関係
部署の連携を更に強化する
とともに、最終⽬標への進
捗を定量的に可視化する短
期⼜は中期アウトカムを設
定すべき。

9 24



２.主税局における活用状況
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11

租税特別措置の主な⾒直し事項

○ 租税特別措置については、経済情勢の変化やデータに基づく分析等を踏まえつつ、的を
絞り、メリハリ付けとインセンティブ強化を実施。

＜賃上げ促進税制＞
⼤企業及び中堅企業向け措置︓
⾜元では賃⾦上昇率がバブル期以来の⽔準となる⾼い伸びを⽰して
おり、本税制の要件となる⽔準を⼤きく上回る状況にある中、
• ⼤企業向け措置︓コーポレートガバナンス改⾰に基づく⼈的資本
への投資促進の要請や、中⼩企業の⼈⼿不⾜感が⼤企業よりも
強い状況等を踏まえ、令和8年度に廃⽌。

• 中堅企業向け措置︓令和8年度はより⾼い賃上げを促す⽅向で
要件を強化しつつ継続し、適⽤期限をもって令和9年度に廃⽌。

中⼩企業向け措置︓
⼈材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮し、令
和８年度は現⾏制度を維持。期限到来時に適⽤状況等を踏まえ、
必要な⾒直しを検討。

教育訓練費に係る上乗せ措置︓
教育訓練費の増加額を税額控除額が上回る場合があるという会計
検査院の指摘を踏まえ、廃⽌。

（注）増減収見込み額
賃上げ促進税制：＋0.7兆円、研究開発税制：控除率カーブの見直し等 ＋0.1兆円、戦略技術領域型の創設等 ▲0.1兆円

＜研究開発税制＞
⼀般型︓
EBPMの観点から、データに基づく分析を踏まえ、企業が試
験研究費を増加させるインセンティブを更に強化するため、
控除率カーブ等を⾒直し。

海外への委託研究︓
国内の研究⼈材や研究開発拠点の維持・強化の観点から、
⼀定の制限を設ける。

戦略技術領域型︓
ＡＩ・量⼦・バイオ等戦略技術分野の研究開発を促進す
るため、⾼い控除率を設定。

令和７年12⽉26⽇
内閣官房租特・補助⾦⾒直し担当室、
財務省、総務省公表資料（抜粋）
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令和８年度税制改正におけるEBPMの活⽤について
○政府税制調査会「税制のEBPMに関する専⾨家会合」ではEBPMの観点からファクトや科学的知⾒に基づき税制について効果検証を⾏っている。
○租税特別措置の拡充・延⻑について要望を⾏う場合には、各省庁は、政策評価（事前評価）を⾏い、総務省が点検結果を公表。
○財務省は、毎年度、法⼈税関係の租税特別措置の適⽤件数・適⽤⾦額・適⽤状況の偏りといった適⽤実態の調査を実施して「租税特別措置の
適⽤実態調査の結果に関する報告書」を作成するものとされており、内閣は、当該報告書を国会に提出するものとされている。

⇒税制改正プロセスでは、EBPM専⾨家会合における意⾒や各省庁による政策評価、総務省による政策評価の点検結果や財務省の適⽤実態調
査の結果を活⽤して、租税特別措置の必要性や政策効果を精査している。
令和８年度税制改正では、法⼈税関係租税特別措置（30項⽬）の⾒直しを⾏い、その⼤部分について、廃⽌または縮減を伴う⾒直しを⾏う。

【令和８年度改正案】

EBPM専⾨家会合における意⾒等を踏
まえ、控除率カーブ等について３％分右
⽅向に移動させつつ、試験研究費の増
減率がマイナス10％以下の場合の控除
率を０％とすることとする。

政府税制調査会「税制のEBPMに関する専
⾨家会合」（令和７年11⽉12⽇）におけ
る意⾒
「近年の試験研究費の増はほとんど物価や
賃⾦の上昇が反映されている可能性があり、
実質的に試験研究が増加しているとは⾒え
ない。試験研究費が増加せずとも8.5％の
控除が受けられる制度をインフレ時代に合わ
せていく必要がある。」など

政府税制調査会「税制のEBPMに関する専⾨家会合」財務省説明資料（抜粋）（令和７年11⽉12⽇）
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３.理財局における活用状況
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令和８年度財政投融資計画編成におけるEBPMの活⽤状況について

１．⽇本政策投資銀⾏ ＜特定投資業務＞
【要求】
サプライチェーン強靱化・インフラ⾼度化、ＧＸ化の促進等に向けたリスクマネーを供給す
るため、事業規模1,400億円、これに対応する財源として産業投資700億円、⾃⼰
資⾦等700億円を要求。

【EBPMの考え⽅を踏まえた検討】
○ ⺠間との協調投融資額のうちリスクマネーの⾦額は、投融資実⾏額の4.2倍に
あたる、6兆285億円となっており、政策的必要性、⺠業補完性が認められる。

○ ⼀⽅で、過去５年間における投資決定⾦額の平均は約1,300億円となってお
り、有効性の観点から検討すると要求規模が過⼤であると試算。

２．⽇本政策⾦融公庫 ＜農林⽔産事業者向け業務＞
【要求】
農林⽔産業を展開する地域の担い⼿⽀援、⾃然災害等の影響を受けた農林漁業者
の経営の維持安定のため、資⾦交付額7,126億円、これに対応する財源として、財政
投融資6,840億円、⾃⼰資⾦等286億円を要求。

政策的効果を踏まえつつ、要求された事業規模1,400億円との差額100億円（産
業投資・⾃⼰資⾦等）について査定減を⾏うこととした。

【EBPMの考え⽅を踏まえた検討】
○ ⽇本政策⾦融公庫が融資先を対象に実施した『農業景況調査』において、「設
備投資予定あり」と回答した⽐率は、農業分野全体で昨年度⽐で7ポイント上昇し
ており、政策的必要性が認められる。

○ ⼀⽅で、資⾦繰り実績などを有効性の観点から精査すると、翌年度繰越⾦の中
に、抑制可能な⾦額が含まれていると判明。財政投融資の貸付時期を変更すること
で、実際に必要な翌年度繰越⾦を約610億円程度と試算。

要求された資⾦交付額は維持しつつ、翌年度繰越⾦の減額によって、財政投融資
16億円の査定減を⾏うこととした。
※翌年度繰越⾦等の減額に伴い発⽣した⾃⼰資⾦等の増額分（16億円）を減額。

出典︓令和７年12⽉22⽇ (株)⽇本政策投資銀⾏の特定投資業務の運⽤等に関する検討会 資料４（(株)⽇本政策投資銀⾏資料） 出典︓農業景況調査（令和７年７⽉）を基に財務省作成

出典︓⽇本政策投資銀⾏の特定投資業務における投資決定額を基に財務省作成

・財投要求において、各府省は、政策的必要性、⺠業補完性、有効性等について要求書に記載、提出している。
・令和８年度財投計画編成においては、財投分科会における「政府全体としてのEBPMの促進に向けた動きも踏まえ、財政投融資においてもデータを活⽤し
た定量的な評価の活⽤を進めることが望ましい」旨の報告*も踏まえ、客観的データに基づき、上記の点を中⼼に精査を⾏っている。

R7年R6年R5年R4年R3年

60.253.252.851.958.6農業全体

（単位：％）
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約1,300億円
（過去5年間平均）

（億円）

（要求）
出典︓⽇本政策⾦融公庫（農林⽔産事業者向け業務）の資⾦計画を基に財務省作成

【対応】
【対応】

*「財政投融資の在り⽅に関する議論の整理―時代の変化を踏まえた規律ある運営に向けて―」（令和６年7⽉29⽇）

（単位：百万円）
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